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  都道府県 

各 指定都市 障害福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局   

障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業（障害福祉従事者処遇改善 

緊急支援事業）に係る広報商材等について 

 

 

 平素より障害保健福祉行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 令和７年度補正予算に基づく障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業（障害福

祉従事者処遇改善緊急支援事業）については、「障害福祉分野の職員の賃上げ

支援事業の実施について」（令和７年 12 月 26 日付け障発 1226 第７号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部長通知）において事業内容をお示ししたところ

です。 

 今般、本事業について、障害福祉サービス等施設・事業所において積極的に

ご活用いただくため、下記のとおり、広報資材等を作成しました。各自治体に

おかれましては、管内の障害福祉サービス等施設・事業所に周知いただき、本

事業の積極的な活用を促すとともに、円滑な執行等へのご協力のほどよろしく

お願いします。 

 

記 

 

 ○ リーフレット（再周知） 

  ・ 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について（別添） 

  



 ○ 動画 

  ・ 令和７年度障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業（障害福祉従事者処

遇改善緊急支援事業）の計画書の記入方法について 

   動画ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=9BZ080Pknts 

 

 
【お問い合わせ先】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課 小俣、山崎、北沢 

電話番号：03-5253-1111（内線：3036） 

https://www.youtube.com/watch?v=9BZ080Pknts


障害福祉サービス等事業所の皆さま、障害福祉現場で働く皆さまへ

Q２．補助金の額はどのように決められる

の？

福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者（※１）の

月額1.0万円（※2）相当を、６か月分補助します。

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業

（※１）対象事業所で働くすべての従業員が職種を問わず対象です。
（※２）常勤換算の職員一人当たりの金額。平均的な職員配置を基に設定した交付率を総報酬額に乗じた額を支給します。

以下のステップに沿って申請してみませんか？

まずは所在地の都道府県に届け出ましょう！
※指定権者が市区町村でも、本事業の申請先は都道府県です。申請様式等は各都道府県のHP等でご確認ください。

補助金額に相当する職員の賃金改善を行いましょう！
※本補助金は、全額を賃金改善に充てることが必要です。
特にR7年度内に補助金の支給を受ける場合、R8.3までに賃金改善を行う必要があります。
申請様式に記載した見込額の賃金改善を補助金の支給を待たずに行うこともご検討ください。

都道府県の定める要綱に記載の要件を満たしましょう！
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電話番号：050-3733-0230
受付時間：9:00～18:00

（土・日・祝日含む）

処遇改善加算や本事業の
様式の記入で困ったな・・・？

そんな時は・・・

専用コールセンターがあります！

③経験・技能のある障害福祉人材のうち１人
以上が改善後の賃金見込額が460万円以上

処遇改善加算対象サービスの要件

➀処遇改善加算を算定していること

②職場環境等要件の取組を14以上行っている
対象拡大サービス（※）の要件

処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件
を満たすこと

（詳細については要綱を確認！）

申請時点では要件が
揃っていなくてもOK！

（※）計画相談支援 ・地域移行支援・地域定着
支援・障害児相談支援が対象

対象範囲
拡大！

④処遇改善加算を算定していること

⑤職場環境等要件の取組を８以上行っている

今回から
相談支援事業所等も
対象になります！

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの場合は➀＋（②or③）（詳細は要綱を確認！）

処遇改善加算Ⅲ・Ⅳの場合（詳細は要綱を確認！）
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